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第14次労働災害防止計画推進中

～トップが発信！ みんなで宣言
一人一人が 「安全・安心」～

令 和 ５ 年 度 建 設 業 に お け る
安 全 衛 生 対 策 の 推 進 に つ い て
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東京労働局管内の建設業における死傷災害発生状況

休業４日以上の死傷災害 死亡災害

東京労働局管内の建築工事における労働災害発生状況については、皆様のご努力に

より、年々減少傾向を示しておりますが、一方では重篤な墜落・転落災害が発生している

など、自主的な安全衛生管理活動の一層の推進が求められております。

労働災害は本来あってはならないものであり、特に死亡災害を発生させないためには、

経営トップの強い意識のもと、不断の取組が必要です。

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、自主的な安全衛

生管理活動の一層の推進が図られますよう、お願いいたします。

Safe Work TOKYOHP

※ 新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

東京労働局HP
（建設）
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令和５年６月

各位

東京労働局長

建設業における労働災害防止対策の推進について

日頃より労働安全衛生行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。

さて、東京労働局管内における労働災害は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長

期的には着実に減少してきています。しかしながら、建設業においては令和４年の休業４日以上

の死傷者数は、前年に比べ増加し、「足場・はしご・脚立」等からの墜落、転落災害等により、

長期にわたる休業を伴う労働災害が発生しております。

また、東京労働局管内の死亡災害発生状況を見ますと、足場の組立・解体中において墜落制止

用器具を使用せずに足場等から墜落したものが発生するなど、基本的な安全管理の取組が徹底さ

れていない状況が認められ、いまだ対策が必要とされる状況にあります。

当局では、令和５年度を初年度とした第14次東京労働局労働災害防止計画を策定し、「墜落・

転落災害の防止に関するリスクアセスメント（RA)に取り組む建設業の事業場の割合を2027年ま

でに85％以上とする」といったアウトプット指標のもと、足場の点検の確実な実施、一側足場の

使用範囲の明確化等を内容とする改正労働安全衛生規則等の周知など建設業における墜落・転落

防止対策の充実強化に向けた指導の徹底を図り、「建設業における死亡者数を2022年と比較して

2027年までに15%以上減少させる」ことをアウトプット指標として取組を行っているところで

す。

つきましては、第14次東京労働局労働災害防止計画の趣旨等をご理解の上、建設業の労働災害

の防止を図るため、下記の事項について、労働安全衛生のための活動を行っていただきますよう

要請いたします。

記

詳細は別添（次頁以降）参照

○ 労働者の安全確保のための対策

1.足場等からの墜落・転落防止対策

2.はしご・脚立からの墜落･転落防止対策

3.墜落制止用器具の適切な使用

4.建設工事の現場等における荷役災害防止対策

5.転倒災害の防止

6.交通労働災害防止対策

7.建設工事の現場等で交通誘導等
に従事する労働者の安全確保

8.車両系建設機械等を運転中の墜落・転落防止
対策

9.専門工事業者等の安全衛生活動支援
事業

10.高年齢労働者等の労働災害の防止

11.外国人労働者に対する労働災害防止対策

12.一人親方等の安全衛生対策

13.自然災害の復旧・復興工事における労働災
害防止対策

14.伐木等作業の安全対策

15.安全な建設機械の普及

16.建設工事関係者連絡会議の運営等

17.建設職人基本法・基本計画に基づく取組等

○ 労働者の健康確保のための対策、
化学物質等による労働災害防止対策

1.建設業におけるメンタルヘルス対策の推進
2.熱中症対策
3.じん肺予防対策
4.騒音障害防止対策
5.化学物質による健康障害防止対策
6.石綿健康障害予防対策
7.危険有害な作業を行う場合の請け負わせる

一人親方等への措置

○ その他の安全衛生に係る対策
1.労働安全衛生マネジメントシステムの普及と

活用
2.建設業における安全衛生教育の推進
3.各種ガイドライン等に基づく安全衛生対策の

推進

3

１ 死亡災害を絶対に発生させない旨の決意表明と発信
２ 安全衛生管理活動の的確な実施及び活性化に向けた取組
３ 墜落・転落災害防止対策の徹底
４ 安全衛生意識の向上等を目指した安全衛生教育の徹底

東京労働局長



4



5

元 請 事 業 場

工 事 名 称
（ 所 在 地 ） ( )

工 事 概 要 等
（土木・建築・その他） 請負金額

工 期
.

～

現在の作業内容
進 捗 率 （ ％ ） ( ％)

災害発生状況

（死亡 件、休業 件、不休 件）

□ 安全衛生基本方針、安全衛生の目標、工程・工期毎の重点項目を明確にした計画

の策定

□ 安全衛生管理体制の整備と職制上の役割の明確化

□ 作業計画の作成と計画段階におけるリスクアセスメントの実施

□ 労働災害防止に係る協議会の設置と的確な開催（少なくとも毎月１回以上）

□ 関係請負人に対する的確な連絡・調整の実施及び法令遵守の指導

□ 職長、作業主任者、作業指揮者の選任及び職務遂行状況の確認

□ 作業場所の職場巡視の励行と的確な改善指示（少なくとも毎作業日１回以上）

□ 見える化（危険箇所の注意喚起や絵表示による視覚化）の促進

□ 持ち込み機械・設備の点検の実施状況と作業従事者に対する有資格の確認

□ 建設重機等による安全作業の徹底（転倒や作業者との接触防止、用途外使用の禁止）

□ 作業開始前における関係請負人との打ち合わせ、ＫＹ（危険予知）活動の励行

□ 高年齢労働者及び外国人労働者に対する安全衛生対策

□ 施工と安全管理が一体となった安全施工サイクル活動（日々の朝礼、安全ミーティ

ング、作業開始前点検、巡視、持場後片付け、終業時の確認など）の実施

□１ 現場所長自らが「死亡災害を絶対に発生させない」旨の決意表明を

行っているか。また、朝礼時などにおける宣言や現場内の掲示（関係

者への共有）を行っているか。

☆ 下記に示した各項目の対策は十分ですか？ □に✓を付けて確認するとともに、

死亡災害の撲滅に向けて取組を強化しましょう。

また、未実施である項目は、速やかに、改善を図りましょう。

□２ 安全衛生管理活動の活性化が図られているか。

点検日 年 月 日 点検者 職氏名

【建設業】労働災害防止に向けた取組強化自主点検表
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【点検結果と今後の対応（取組強化）】

＜参考となる関係通達＞
• 平成７年４月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全

管理指針について」
• 平成19年３月22日付け基発第0322002号「建設業における総合的労働災

害防止対策の推進について」

東京労働局労働基準部安全課作成（Ｒ４．４）

□４ 新規入場者等に対する安全衛生教育は徹底しているか。

□ 高所における有効な作業床の確保と端部からの墜落防止措置（手すりの設置等）

□ 開口部における的確な覆いと立入禁止表示、作業時における周囲に手すり設置な

どの措置

□ 墜落制止用器具の的確な使用（特に有効な作業床の確保が困難な鉄骨組立作業

や足場の組立・解体作業時などにおける使用の徹底）と取付設備の設置

□ 足場における作業開始前の的確な点検と不備箇所についての即時改善

□ はしご、脚立等の適切な用具の選定と適正な使用（安全で有効な昇降設備の設置

等）

□ 安全衛生管理計画や災害防止目標と重点事項、現場における安全ルールの周知

□ 作業内容に応じた教育（作業の特性に応じた保護具の使用や作業手順遵守の徹

底、就業制限の確認と特別教育の実施など）の的確な実施

□ 安全衛生意識の向上（危険意識の低下に対する危険体験トレーニング等の実施、

作業の慣れによる作業手順の省略や不安全行動などの禁止）

□ 混在作業場所における作業相互の連携、労働災害防止対策

□ 関係請負人に対する入場前事前教育の実施状況の確認と教育資料の提供

□ 作業禁止基準及び災害発生時における対応と退避の方法、緊急連絡体制の周知

□３ 墜落防止対策の徹底が図られているか。
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● 改正労働安全衛生規則 令和5年10月1日から順次施行 ●

厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規

則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日

（一部規定は令和6年4月1日）から順次施行します。

改正のあらまし

一側足場の使用範囲が明確化されます1

足場の点検時には点検者の指名が必要になります2

足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります3

事業者及び注文者が足場の点検（つり足場を含む。）を行う際は、あらかじ

め点検者を指名することが必要になります。

幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足

場を使用することが必要になります。

足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保

存することが必要になります。

また、労働災害防止対策を確実に実施するため、安全衛生経費については

適切に確保してください。

10



建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、いわゆる一人親方等

を含めた建設工事従事者全体では、墜落災害をはじめとする建設工事の現場での災害により、年

間約400人もの尊い命が亡くなっています。

労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要する

経費は元請負人及び下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第19条の

3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものです。建設工事請負契約はこの経費

を含む金額で締結することが必要です。

●労働災害防止対策の実施者及び経費負担者の明確化の流れ

（1）元請負人による見積条件の提示

元請負人は、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化

し、下請負人が自ら実施する労働災害防止対策を把握でき、かつ、その経費を適正に見積もることが

できるようにしなければなりません。

（2）下請負人による労働災害防止対策に要する経費の明示

下請負人は、元請負人から提示された見積条件をもとに、自らが負担することとなる労働災害防止対

策に要する経費を適正に見積った上、元請負人に提出する見積書に明示する必要があります。

（3）契約交渉

元請負人は、「労働災害防止対策」の重要性に関する意識を共有し、下請負人から提出された労働災

害防止対策に要する経費」が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第18条を踏まえ、対等な立

場で契約交渉をしなければなりません。

（4）契約書面における明確化

元請負人及び下請負人は、契約内容の書面化に際して、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策

の実施者及びそれに要する経費の負担者の区分を記載し明確化するとともに、下請負人が負担しなけ

ればならない労働災害防止対策に要する経費については、他の経費と切り離し難いものを除き、契約

書面の内訳書などに明示することが必要です。

国土交通省では、安全衛生経費が下請負人まで適切に支払われるよう、令和4年度より、学識経験者、

建設関係団体等のご協力を得て「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関するWG」を設置し、

安全衛生対策項目の確認表、安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」の作成・普及

に向けた取組を進めています。「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関するWG」での議論

や成果等は、順次、以下のHPで公表します。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html

問い合わせ先：国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 専門工事業・建設関連業振興室

電話番号：03（5253）8111（内線24813／24816）

11



1 一側足場の使用範囲が明確化されます
R6.4.1

施行

令和6年4月1日以降、幅が1メートル以上の箇所※において足場を使用するときは、原則とし

て本足場を使用する必要があります。なお、幅が1メートル未満の場合であっても、可能な限

り本足場を使用してください。

つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用す

ることが困難なときは本足場を使用しなくても差し支えありません。

※足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が1メート
ル以上ある箇所のこと。

● 「幅が1メートル以上の箇所」に関する留意点

足場設置のため確保した幅が1メートル以上の箇所について、その一

部が公道にかかる場合、使用許可が得られない場合、その他当該箇所

が注文者、施工業者、工事関係者の管理の範囲外である場合等につい

ては含まれません。

●「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を

使用することが困難なとき」とは

• 足場を設ける箇所

の全部又は一部に

撤去が困難な障害

物があり、建地を2

本設置することが

困難なとき

• 屋根等に足場を設

けるとき等、足場

を設ける床面に著

しい傾斜、凹凸等

があり、建地を2本

設置することが困

難なとき

• 建築物の外面の形

状が複雑で、1メー

トル未満ごとに隅

角部を設ける必要

があるとき

• 本足場を使用する

ことにより建築物

等と足場の作業床

との間隔※が広く

なり、墜落・転落

災害のリスクが高

まるとき

※足場の使用に当たっては建築物等と足場の作業床との間隔が30センチメートル以内とすることが望ましいです。

＜留意点＞

足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があると

き等において、建地の一部を1本とする場合は、足場の

動揺や倒壊を防止するのに十分な強度を有する構造とし

なければなりません。

※図はイメージ。分かり易くするため足場は簡略化して図示しています。

安衛則第561条の2（新設）
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なお、足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が1メートル以上の箇所」を確保してください。



2 足場の点検時には点検者の指名が必要になります 安衛則第567条、
第568条、第655条

事業者又は注文者が足場の点検を行う際は、点検者を指名しなければなりません。

●指名の方法

点検者の指名の方法は「書面で伝達」「朝礼等に際し口頭で伝達」「メール、電話等で伝達

あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達」等、点検者自らが点検者であるという

認識を持ち、責任を持って点検ができる方法で行ってください。

●点検者について

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検は、

• 足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講してい

る者

• 労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築である者）等労働安全衛生法第88条

に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

• 全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者

• 建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等

十分な知識・経験を有する者を指名することが適切であり、「足場等の種類別点検チェックリ

スト」を活用することが望ましいです。

3 足場の組立て等の後の点検者の氏名の
記録・保存が必要になります

R5.10.1
施行

安衛則第567条、第655条

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検後に2で指名した点

検者の氏名を記録及び保存しなければなりません。

＜留意点＞

足場の点検後の記録及び保存に当たっては、「足場等の種類別点検チェックリスト」を活

用することが望ましいです。

R5.10.1
施行
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「足場等の種類別点検チェックリスト」はここから入手できます→

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の
（別添）安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい
「より安全な措置」等についての資料に掲載されています。
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P.17

」

P.11,12

躯体と床との隙間
は30㎝以内

P.15



15

P.13参照

足場の組立てなどの作業に特別教育が必要 ▶安衛則第36条、第39条

平成27年７月１日以降、足場の組立て、解体または変更の作業のための業務
（地上または堅固な床上での補助作業※の業務を除く）に労働者を就かせるときは、
特別教育が必要になります。

※ 「地上または堅固な床上での補助作業」とは、地上または堅固な床上での材料の運搬、整理などの

作業のことで、足場材の緊結や取り外しの作業や足場上の補助作業は含まれません。

特別教育の科目 「安全衛生特別教育規程」

▶平成27年７月１日現在、業務に就いている方◀

科 目 時 間
時 間

（現在業務従事者）

1 足場及び作業の方法に関する知識 ３時間 １時間30分

2 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分 15分

3 労働災害の防止に関する知識 １時間30分 45分

4 関係法令 １時間 30分

平成27年７月１日現在で、足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務に就いている方

（現在業務従事者）は、特別教育の科目について上表の時間欄の右側の時間とすることができます。

①足場の組立て等作業主任者技能講習修了者

②足場の組立て等作業主任者技能講習規程

（S47労働省告示第109号）第１条各号の方

③とびの１級または２級の技能検定合格者

④とび科の職業訓練指導員免許を受けた方

特別教育の科目の全部または一部について十分な知識

や経験があると認められる労働者については、この科

目についての特別教育を省略することができます。

また、右記の方は特別教育の全部を省略することがで

きます。

特別教育の全部を省略することができる方
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▶安衛則第655条、第655条の２、安衛則第567条



墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備を設け、かつ、労働者に墜落制止用
器具を使用させる措置、またはこれと同等以上の効果のある措置をとることに加え
て、以下の２点の措置が必要です。

① 作業の性質上、足場用墜落防止設備を設けることが

著しく困難な場合や、作業の必要上、臨時に足場用

墜落防止設備を取り外す場合は、関係労働者以外の

者の立入を禁止すること。

② 作業の必要上、臨時に足場墜落防止設備を取り外し

たときは、この作業が終了した後、直ちに取り外し

た設備を元の状態に戻さなければならないこと。

これらの措置は架設通路(上記①「作業の必要
上」の場合のみ）と作業構台でも必要です。

足場用墜落防止設備※を取り外す場合の措置

（※交さ筋かい・手すり・下さん・中さん・幅木など）
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躯体

※ 躯体と床材との隙間は

30㎝ 以下
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安全帯 墜落制止用器具

① 胴ベルト型（一本つり） 胴ベルト型（一本つり）

② 胴ベルト型（Ｕ字つり） ×

③ ハーネス型（一本つり） ハーネス型（一本つり）

厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、

以下のような改正を行うとともに、安全な使用のためのガイドラインを策定しました。

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！
～ 安全･安心な作業のため、適切な器具への買い換えをお願いします

～

今回の改正等のポイント

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 H30.6

１. 安全帯を「墜落制止用器具」に変更します（安衛令(注1)の改正）

２. 墜落制止用器具は「フルハーネス型」
を使用することが原則となります

（安衛則(注2)等の改正、ガイドライン(注3)の策定）

３. ｢安全衛生特別教育」が必要です
（安衛則・特別教育規程(注4)の改正）

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となり

ますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面

に到達するおそれのある場合（高さが6.75ｍ以下）

は「胴ベルト型（一本つり）」を使用できます。

以下の労働者は、特別教育（学科4.5時間、実技1.5時間）を受けなければなりません。

▶墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。

「特に危険性の高い業務」とは、高さが２ｍ以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合

で、フルハーネス型を使用して行う作業（ロープ高所作業を除く）などの業務をいいます。

「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。

「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。

②には墜落を制止
する機能がないこ
とから、改正後は
①と③のみが「墜
落制止用器具」と
して認められるこ
とになります。

※ 「墜落制止用器具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具であるＵ字つり用胴ベルト
は含まれません。なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従来からの呼
称である「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。

×

事業主の皆さまは、このリーフレット等を参考に、

安全・安心な作業環境、ルールづくりを徹底して

ください。作業員の皆さまも、定められたルール

に従い、適切な器具の使用をお願いいたします。

政令等の改正について Ｐ２１～

フルハーネス型
墜落制止用器具

ガイドラインについて Ｐ２５～

(注1)労働安全衛生法施行令 (注2)労働安全衛生規則 (注3)墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン (注4)安全衛生特別教育規程
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2018(平成30)年 2019(平成31)年 2020(令和2)年 2022(令和3)年 2022(令和4)年以
降１月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月

政令改正 ★公布 ★施行日(2月1日) ★完全施行日
(1月2日～)省令改正 ★公布 ★施行日(2月1日)

改正法令に基づく墜落
制止用器具の使用

現行法令に基づく安全
帯の使用が認められる
猶予期間

安全帯の
規格改正（予定）

改正構造規格に基づく
墜落制止用器具の製造・
販売

現行構造規格に基づく
安全帯の製造・販売が
認められる猶予期間

特別教育規程の改正 ★告示 ★適用日(2月1日)

安衛則、ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則及び酸欠則を改正し、次の規定について「安全帯」を「墜落による

危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具（要求性能墜落制止用器具）」に改めます。

① 「安全帯」を労働者に使用させることを事業者に義務付けることを内容としている規定及び当該規定と関係する規定

② 作業主任者等に「安全帯」の使用状況の監視や機能の点検等を義務付けることを内容とする規定

「墜落制止用器具」への名称変更（安衛令第13条）

安衛令第13条第３項第28号を改正し、「安全帯（墜落による危険を防止するためのものに限る。）」を「墜落制

止用器具」に改めます。また、本改正後「墜落制止用器具」として認められるのは、「胴ベルト型（一本つり）」と

「ハーネス型（一本つり）」のみとなり、「胴ベルト型（Ｕ字つり）」の使用は認められません。

墜落による危険の防止（安衛則第130条の５等）

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内蔵の損傷や胸部等の圧迫による

危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。また、国際規格等では、

着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。

このため、厚生労働省では、現行の安全帯の規制のあり方について検討を行う専門家検討会を開催し、その

結果※を踏まえ、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特

別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。また、墜落制止用器具の安全な使用

のためのガイドラインも策定しています。

なお、墜落制止用器具の構造規格については、2019（平成31）年１月２５日に告示されました。

※ 墜落制止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書（平成29年6月13日・厚生労働省取りまとめ）
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安全帯の規制に関する政省令・告示の改正は、下の表のようなスケジュールで公布・告示され、施行・適用さ

れる予定です。フルハーネス型を新たに購入される事業者は、購入の時期にご留意下さい。

現行の構造規格に基づく安全帯（胴ベルト型・フルハーネス型）を使用できるのは

2022(令和４)年1月1日までとなります。

経過措置（猶予期間）

★適用日①(2月1日)

★適用日②(8月1日)

政令等の改正について

【改正の背景】

★墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具の選定要件について → 24ページ参照

2019(平成31)年１月に改正される予定の「安全帯の規格」と、本紙掲載の「ガイドライン」において規定されます。

使用可能（2022(令和4)年1月1日まで）

使用可能（2019(平成31)年2月1日～）

製造可能 製造・販売可能（2019(平成31)年2月1日～）

製造・販売可能 販売可能

×

×
21



安衛法第59条第３項の特別教育の対象となる業務に、「高さが２メートル以上の箇所であって作業床を設ける

ことが困難なところ(★)において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務

（ロープ高所作業に係る業務を除く。）」が追加されます。

特別教育の対象となる業務を行う者は、下表Ⅰ～Ⅴの科目（学科4.5時間、実技1.5時間）を受講する必要が

ありますが、例外として、以下の場合は一部の科目を省略することができます。

フルハーネス型墜落制止用器具の使用等に関して十分な知識及び経験を有すると認められる者について

は、下記のとおり学科・実技の一部の科目を省略することが可能です。

① 適用日時点において(★)の場所でフルハーネス型を用いて行う作業に６月以上従事した経験を有す

る者は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴを省略できます。

② (★)の場所で胴ベルト型を用いて行う作業に６月以上従事した経験を有する者は、Ⅰを省略できます。

③ ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者は、Ⅲを省略できます。

なお、適用日（2019(平成31)年２月１日）より前に、改正省令による特別教育の科目の全部又は一部につ

いて受講した者については、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。
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特別教育（安衛則第36条、特別教育規程第24条）

実技科目 範 囲 時 間

Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 ①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への
取付け方法

③墜落による労働災害防止のための措置

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

1.5時間

学科科目 範 囲 時 間

Ⅰ 作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法

②作業に用いる設備の点検及び整備の方法

③作業の方法

１時間

Ⅱ 墜落制止用器具（フルハーネス
型のものに限る。以下同じ。）
に関する知識

①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの
種類及び構造

②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への
取付け方法及び選定方法

④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法

２時間

Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 ①墜落による労働災害の防止のための措置

②落下物による危険防止のための措置

③感電防止のための措置

④保護帽の使用方法及び保守点検の方法

⑤事故発生時の措置

⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法

１時間

Ⅳ 関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

【受講を省略できる条件】

特別教育の内容
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● このガイドラインは、墜落制止用器具を使用して行う作業に適用する。

厚生労働省は、墜落制止用器具の適切な使用による一層の安全対策の推進を図るため、今回の、

一連の安全帯に関する規制の見直し等を一体的に示した「墜落制止用器具の安全な使用に関する

ガイドライン」を策定しました。主なポイントは以下のとおりです。
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ガイドラインのポイント

適用範囲

用 語

●自由落下距離

作業者がフルハーネス又は胴ベ

ルトを着用する場合における当

該フルハーネス又は胴ベルトに

ランヤードを接続する部分の高さ

からフック等の取付設備等の高

さを減じたものにランヤードの長さ

を加えたものをいう。

（右図のＡ）

●落下距離

作業者の墜落を制止するときに

生ずるランヤード及びフルハーネ

ス又は胴ベルトの伸び等に自由

落下距離を加えたものをいう。

（右図のＢ）

●垂直親綱

鉛直方向に設置するロープ等に

よる取付設備。

●水平親綱

水平方向に設置するロープ等に

よる取付設備。

●ワークポジショニング作業

ロープ等の張力により、Ｕ字つり

状態などで作業者の身体を保持

して行う作業。

【フルハーネス型の落下距離等】

【胴ベルト型の落下距離等】

※ ガイドラインの全文は２６･２７ページに掲載しています。
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※ 次ページに掲載のガイドライン抜粋もご参照ください。

第一種ショックアブソーバ

6.75m超

第二種ショックアブソーバ

85kg用

要求性能墜落制止用器具の選定

● 「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具（要求性能墜落制止用

器具）」の選定要件は以下のとおりです。これらの要件は、2019(平成31)年１月に改正され

た「墜落制止用器具の規格」（平成31年厚生労働省告示第11号）とガイドラインにおいて規

定されています。

２ｍ以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・

手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フル

ハーネス型を使用することが原則となります。

ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある

場合（高さが6.75ｍ以下）は、胴ベルト型（一本つり）を使用す

ることができます。

※ 一般的な建設作業の場合は５ｍ以上、柱上作業等の場合は２ｍ以上の箇所では、フ

ルハーネス型の使用が推奨されます。

※ 柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できま

せん。Ｕ字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要と

なります。

墜落制止用器具は、着用者の体重及

びその装備品の重量の合計に耐えるも

のでなければなりません。

（85kg用又は100kg用。特注品を除

く。）

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの種別

が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものでなければなりません。（腰より高い

位置にフックを掛ける場合は第一種、足元に掛ける場合は第二種を選定します。）

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具｣の選定要件

6.75mを超える箇所では、フルハーネス型を選定要件①

使用可能な最大重量に耐える器具を選定要件②

ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選択要件③

フック位置が腰より高い場合 フック位置が腰より低い場合

（100kg用が適切な者）
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● 取扱説明書を確認し、安全上必要な部品が揃っているか確認し、緩みなく確実に装
着すること。

● 墜落制止用器具の取付設備は、ランヤードが外れたり、抜けたりするおそれのないも
ので、墜落制止時の衝撃力に耐えるものであること。

● 墜落後にフック等に曲げの力が掛かることによる脱落・破損を防ぐためフック等の主軸
と墜落時に掛かる力の方向が一致するよう取り付けること。

● 垂直親綱に墜落制止用器具のフック等を取り付ける場合は、親綱に取り付けたグリッ
プ等の取付設備にフック等をかけて使用すること。取付設備の位置は、ランヤードとフ
ルハーネス等を結合する環の位置より下にならないようにして使用すること。

● 水平親綱は、ランヤードとフルハーネス等を結合する環より高い位置に張り、それに墜
落制止用器具のフック等を掛けて使用すること。

25

使用方法

点検・保守・保管、廃棄基準

● 墜落制止用器具の点検・保守及び保管は、責任者を定める等により確実に行い、管
理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと。

● 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと。また、点検の結果、異常が
あったもの、摩耗・傷等の劣化が激しいものは使用しないこと。

○ 墜落制止用器具の選定

・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそ
れのある場合の対応として、胴ベルト型の使用が認められること。

・ 胴ベルト型を使用することが可能な高さの目安は、フルハーネス型を使用した場合の自由落下距離＋
ショックアブソーバの伸び＋１ｍ（＝6.75ｍ）以下としなければならないこと。

○ 一般的な建設作業等（ワークポジショニング作業を伴わない場合）

・ 腰の高さ以上にフック等をかけて作業できる場合には第一種ショックアブソーバ※１を、足下にフック等を
かけて作業する場合は、フルハーネス型を選定するとともに第二種ショックアブソーバを選定すること。

・ ランヤードは、標準的な条件における落下距離を確認し、適切なものを選定すること。

・ 墜落制止用器具には、使用可能な最大質量（85kg又は100kg。特注品を除く。）が定められているので、
器具を使用する者の体重と装備品の合計の質量が使用可能な最大質量を超えないように器具を選定
すること。

・ 胴ベルト型が使用可能な高さの目安は、建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件※２

を想定すると、５ｍ以下とすべきであること。これよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を

使用すること。

○ 柱上作業等（ワークポジショニング作業を伴う場合）

・ ワークポジショニング用器具を使用して作業を行う際には、墜落制止用器具を併用する必要があること。
・ ワークポジショニング作業は、通常、フック等を頭上に取り付けることが可能であることから、フルハーネ
ス型を選定すること。ただし、頭上にフック等を掛けられる構造物がないことによりフルハーネス型の着用

者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用も認められること。

【 墜落制止用器具の選定要件（ガイドライン抜粋）】

※１ ショックアブソーバとは、墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和するための器具をいう。第一種ショックアブソー
バは自由落下距離1.8ｍで墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0kN以下であるものを、第二種ショックアブソーバは
自由落下距離4.0ｍで墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0kN以下であるものをいう。

※２ ランヤードフック等の取付高さ：0.85ｍ、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ：1.45ｍ、ランヤード長さ：
1.7ｍ、ショックアブソーバ（第一種）の伸びの最大値：1.2ｍ、フルハーネス等の伸び：１ｍ程度。
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墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン
（平成30年６月22日付け基発0622第２号）

第１ 趣旨
高さ２メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、そ

の作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を
防止することが原則であるが、こうした措置が困難なときは、労働者に
安全帯を使用させる等の措置を講ずることが事業者に義務付けられてい
る。

今般、墜落による労働災害の防止を図るため、平成30年６月８日に労
働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号。以下「安衛令」とい
う。）第13条第３項第28号の「安全帯（墜落による危険を防止するため
のものに限る。）」を「墜落制止用器具」と改めた上で、平成30年６月
19日に労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」と
いう。）等及び安全衛生特別教育規程（昭和47年労働省告示第92号）に
おける墜落・転落による労働災害を防止するための措置及び特別教育の
追加について所要の改正が行われ、平成31年２月１日から施行される。

本ガイドラインはこれらの改正された安衛令等と相まって、墜落制止
用器具の適切な使用による一層の安全対策の推進を図るため、改正安衛
令等に規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項、並びに労働安
全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。）及び関係法
令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すこと
を目的とし、制定したものである。

事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに
加え、より現場の実態に即した安全対策を講ずるよう努めるものとする。

第２ 適用範囲
本ガイドラインは、安衛令第13条第３項第28号に規定される墜落制

止用器具を使用して行う作業について適用する。

第３ 用語
１ 墜落制止用器具を構成する部品等
（１）フルハーネス型墜落制止用器具 墜落を制止する際に身体の荷重

を肩、腰部及び腿等複数箇所において支持する構造の部品で構成され
る墜落制止用器具をいう。

（２）胴ベルト型墜落制止用器具 身体の腰部に着用する帯状の部品で
構成される
墜落制止用器具をいう。

（３）ランヤード フルハーネス又は胴ベルトと親綱その他の取付設備
（墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備をいう。）等とを接
続するためのロープ又はストラップ(以下「ランヤードのロープ等」
という。)及びコネクタ等からなる器具をいう。ショックアブソーバ
又は巻取り器を接続する場合は、当該ショックアブソーバ等を含む。

（４）コネクタ フルハーネス、胴ベルト、ランヤード又は取付設備等
を相互に接続するための器具をいう。

（５）フック コネクタの一種であり、ランヤードの構成部品の一つ。
ランヤードを取付設備又は胴ベルト若しくはフルハーネスに接続され
た環に接続するためのかぎ形の器具をいう。

（６）カラビナ コネクタの一種であり、ランヤードの構成部品の一つ。
ランヤードを取付設備又は胴ベルト若しくはフルハーネスに接続され
た環に接続するための環状の器具をいう。

（７）ショックアブソーバ 墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和す
るための器具をいう。第一種ショックアブソーバは自由落下距離1.8
メートルで墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0 キロニュートン以下
であるものをいい、第二種ショックアブソーバは自由落下距離4.0
メートルで墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0 キロニュートン以下
であるものをいう。

（８）巻取り器 ランヤードのストラップを巻き取るための器具をいう。
墜落を制止するときにランヤードの繰り出しを瞬時に停止するロック
機能を有するものがある。

（９）補助ロープ 移動時において、主となるランヤードを掛け替える
前に移動先の取付設備に掛けることによって、絶えず労働者が取付設
備と接続された状態を維持するための短いロープ又はストラップ（以
下「ロープ等」という。）をいう。

（10）自由落下距離 作業者がフルハーネス又は胴ベルトを着用する場
合における当該フルハーネス又は胴ベルトにランヤードを接続する部
分の高さからフック又はカラビナ（以下「フック等」という。）の取
付設備等の高さを減じたものにランヤードの長さを加えたものをいう
（図１及び図２のＡ）。

（11）落下距離 作業者の墜落を制止するときに生ずるランヤード及び
フルハーネス若しくは胴ベルトの伸び等に自由落下距離を加えたもの
をいう（図１及び図２のＢ）。

２ ワークポジショニング作業関連
（１）ワークポジショニング作業 ロープ等の張力により、Ｕ字つり状

態などで作業者の身体を保持して行う作業をいう。
（２）ワークポジショニング用ロープ 取付設備に回しがけするロープ

等で、伸縮調節器を用いて調整したロープ等の張力によってＵ字つり
状態で身体の作業位置を保持するためのものをいう。

（３）伸縮調節器 ワークポジショニング用ロープの構成部品の一つ。
ロープの長さを調節するための器具をいう。

（４）移動ロープ 送電線用鉄塔での建設工事等で使用される、鉄塔に
上部が固定され垂らされたロープをいう。

３ その他関連器具
（１）垂直親綱 鉛直方向に設置するロープ等による取付設備をいう。
（２）水平親綱 水平方向に設置するロープ等による取付設備をいう。
（※図１・図２省略）
第４ 墜落制止用器具の選定
１ 基本的な考え方
（１）墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、

墜落時にフルハーネス型の墜落制止用器具を着用する者が地面に到達
するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用が認められること。

（２）適切な墜落制止用器具の選択には、フルハーネス型又は胴ベルト
型の選択のほか、フック等の取付設備の高さに応じたショックアブ
ソーバのタイプ、それに伴うランヤードの長さ

（ロック付き巻取り器を備えるものを含む。）の選択

が含まれ、事業者がショックアブソーバの最大の自由落下距離や使用可
能な最大質量等を確認の上、作業内容、作業箇所の高さ及び作業者の体
重等に応じて適切な墜落制止用器具を選択する必要があること。

（３）胴ベルト型を使用することが可能な高さの目安は、フルハーネス型を
使用すると仮定した場合の自由落下距離とショックアブソーバの伸びの
合計値に１メートルを加えた値以下とする必要があること。このため、
いかなる場合にも守らなければならない最低基準として、ショックアブ
ソーバの自由落下距離の最大値（４メートル）及びショックアブソーバ
の伸びの最大値（1.75メートル）の合計値に１メートルを加えた高さ
（6.75メートル）を超える箇所で作業する場合は、フルハーネス型を使
用しなければならないこと。

２ 墜落制止用器具の選定（ワークポジショニング作業を伴わない場合）
（１）ショックアブソーバ等の種別の選定

ア 腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には、
第一種ショックアブソーバを選定すること。
イ 鉄骨組み立て作業等において、足下にフック等を掛けて作業を行う
必要がある場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショッ
クアブソーバを選定すること。
ウ 両方の作業を混在して行う場合は、フルハーネス型を選定するとと
もに、第二種ショックアブソーバを選定すること。

（２）ランヤードの選定
ア ランヤードに表示された標準的な条件（ランヤードのフック等の取
付高さ(a)：0.85メートル、ランヤードとフルハーネスを結合する環
の高さ(b)：1.45メートル。以下同じ。）の下における落下距離を確
認し、主に作業を行う箇所の高さに応じ、適切なランヤードを選定す
ること。

イ ロック機能付き巻取り式ランヤードは、通常のランヤードと比較し
て落下距離が短いため、主に作業を行う箇所の高さが比較的低い場合
は、使用が推奨されること。

ウ 移動時におけるフック等の掛替え時の墜落を防止するため、二つの
フック等を相互に使用する方法（二丁掛け）が望ましいこと。

エ フルハーネス型で二丁掛けを行う場合、二本の墜落制止用のラン
ヤードを使用すること。

オ 胴ベルト型で二丁掛けを行う場合、墜落制止用のランヤードのフッ
ク等を掛け替える時のみに使用するものとして、補助ロープを使用す
ることが認められること。補助ロープにはショックアブソーバを備え
ないものも含まれる
が、その場合、作業時に使用されることがないように、長さを1.3

メートル以下のものを選定すること。
（３）体重に応じた器具の選定

墜落制止用器具には、使用可能な最大質量（85kg又は100kg。特注
品を除く。）が定められているので、器具を使用する者の体重と装備品
の合計の質量が使用可能な最大質量を超えないように器具を選定するこ
と。

（４）胴ベルト型が使用可能な高さの目安
建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件（ランヤード

のフック等の取付高さ：0.85メートル、ランヤードとフルハーネスを結
合する環の高さ：1.45メートル、ランヤード長さ：1.7メートル（この
場合、自由落下距離は2.3メートル）、ショックアブソーバ（第一種）
の伸びの最大値：1.2メートル、フルハーネス等の伸び：１メートル程
度）を想定すると、目安高さは５メートル以下とすべきであること。こ
れよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を使用すること。

３ 墜落制止用器具の選定（ワークポジショニング作業を伴う場合）
ワークポジショニング作業に使用される身体保持用の器具（以下「ワー
クポジショニング用器具」という。）は、実質的に墜落を防止する効果
があるが、墜落した場合にそれを制止するためのバックアップとして墜
落制止用器具を併用する必要があること。

（１）ショックアブソーバの種別の選択
ワークポジショニング作業においては、通常、足下にフック等を掛け

る作業はないため、第一種ショックアブソーバを選定すること。ただし、
作業内容に足下にフック等を掛ける作業が含まれる場合は、第二種
ショックアブソーバを選定すること。

（２）ランヤードの選定
ア ランヤードに表示された標準的な条件の下における落下距離を確認
し、主に作業を行う箇所の高さに応じ、適切なランヤードを選定する
こと。

イ ロック機能付き巻取り式ランヤードは、通常のランヤードと比較し
て落下距離が短いため、主に作業を行う箇所の高さが比較的低い場合
は、使用が推奨されること。

ウ 移動時のフック等の掛替え時の墜落を防止するため、二つのフック
等を相互に使用する方法（二丁掛け）が望ましいこと。また、ワーク
ポジショニング姿勢を保ちつつ、フック等の掛替えを行うことも墜落
防止に有効であること。

エ 二丁掛けを行う場合、２本の墜落制止用のランヤードを使用するこ
とが望ましいが、二本のうち一本は、ワークポジショニング用のロー
プを使用することも認められること。この場合、伸縮調整器により、
必要最小限のロープの長さで使用すること。

（３）体重に応じた器具の選定
墜落制止用器具には、使用可能な最大質量（85kg又は100kg。特注

品を除く。）が定められているので、器具を使用する者の体重と装備品
の合計の質量が使用可能な最大質量を超えないように器具を選定するこ
と。

（４）フルハーネス型の選定
ワークポジショニング作業を伴う場合は、通常、頭上に構造物が常に

存在し、フック等を頭上に取り付けることが可能であるので、地面に到
達しないようにフルハーネス型を使用することが可能であることから、
フルハーネス型を選定すること。ただし、頭上にフック等を掛けられる
構造物がないことによりフルハーネス型の着用者が地面に到達するおそ
れがある場合は、胴ベルト型の使用も認められること。

４ 昇降・通行時等の措置、周辺機器の使用
（１）墜落制止用器具は、作業時に義務付けられ、作業と通行・昇降（昇降

用の設備の健全性等を確認しながら、昇降する場合を含む。）は基本的
に異なる概念であること。また、伐採など、墜落制止用器具のフック等
を掛ける場所がない場合など、墜落制止用器具を使用することが著しく
困難な場合には、保護帽の着用等の代替措置を行う必要があること。

（２）垂直親綱、安全ブロック又は垂直レールを用いて昇降を行う際には、
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墜落制止機能は求められないこと。また、ＩＳＯ規格で認められているように、
垂直

親綱、安全ブロック又は垂直レールに、子綱とスライド式墜落制止用の器具を
介してフルハーネス型の胸部等に設けたコネクタと直結する場合であって、適
切な落下試験等によって安全性を確認できるものは、当該子綱とスライド式墜
落制止用の器具は、フルハーネス型のランヤードに該当すること。

（３）送電線用鉄塔での建設工事等で使用される移動ロープは、ランヤードではな
く、親綱と位置づけられる。また、移動ロープとフルハーネス型をキーロック
方式安全器具等で直結する場合であって、移動ロープにショックアブソーバが
設けられている場合、当該キーロック方式安全器具等は、フルハーネス型のラ
ンヤードに該当すること。この場合、移動ロープのショックアブソーバは、第
二種ショックアブソーバに準じた機能を有するものであること。

第５ 墜落制止用器具の使用
１ 墜落制止用器具の使用方法
（１）墜落制止用器具の装着

ア 取扱説明書を確認し、安全上必要な部品が揃っているか確認すること。
イ フルハーネス型については、墜落制止時にフルハーネスがずり上がり、安

全な姿勢が保持できなくなることのないように、緩みなく確実に装着するこ
と。また、胸ベルト等安全上必要な部品を取り外さないこと。胴ベルト型に
ついては、できるだけ腰骨の近くで、墜落制止時に足部の方に抜けない位置
に、かつ、極力、胸部へずれないよう確実に装着すること。

ウ バックルは正しく使用し、ベルトの端はベルト通しに確実に通すこと。
バックルの装着を正確に行うため、ワンタッチバックル等誤った装着がで

きない構造となったものを使用することが望ましいこと。また、フルハーネ
ス型の場合は、通常２つ以上のバックルがあるが、これらの組み合わせを誤
らないように注意して着用すること。

エ ワークポジショニング用器具は、伸縮調節器を環に正しく掛け、外れ止め
装置の動作を確認するとともに、ベルトの端や作業服が巻き込まれていない
ことを目視により確認すること。

オ ワークポジショニング作業の際に、フック等を誤って環以外のものに掛け
ることのないようにするため、環又はその付近のべルトには、フック等を掛
けられる器具をつけないこと。

カ ワークポジショニング用器具は、装着後、地上において、それぞれの使用
条件の状態で体重をかけ、各部に異常がないかどうかを点検すること。

キ 装着後、墜落制止用器具を使用しないときは、フック等を環に掛け又は収
納袋に収める等により、ランヤードが垂れ下がらないようにすること。ワー
クポジショニング用器具のロープは肩に掛けるかフック等を環に掛けて伸縮
調節器によりロープの長さを調節することにより、垂れ下がらないようにす
ること。

（２）墜落制止用器具の取付設備
ア 墜落制止用器具の取付設備は、ランヤードが外れたり、抜けたりするおそ

れのないもので、墜落制止時の衝撃力に対し十分耐え得る堅固なものである
こと。取付設備の強度が判断できない場合には、フック等を取り付けないこ
と。作業の都合上、やむを得ず強度が不明な取付設備にフック等を取り付け
なければならない場合には、フック等をできる限り高い位置に取り付ける等
により、取付設備の有する強度の範囲内に墜落制止時の衝撃荷重を抑える処
置を講ずること。

イ 墜落制止用器具の取付設備の近傍に鋭い角がある場合には、ランヤードの
ロープ等が直接鋭い角に当たらないように、養生等の処置を講ずること。

（３）墜落制止用器具の使用方法（ワークポジショニング作業を伴わない場合）
ア 取付設備は、できるだけ高い位置のものを選ぶこと。
イ 垂直構造物や斜材等に取り付ける場合は、墜落制止時にランヤードがずれ

たり、こすれたりしないようにすること。
ウ 墜落制止用器具は、可能な限り、墜落した場合に振子状態になって物体に

激突しないような場所に取り付けること。
エ 補助ロープは、移動時の掛替え用に使用するものであり、作業時には使用

しないこと。
（４）墜落制止用器具の使用方法（ワークポジショニング作業を伴う場合）

ア 取付設備は、原則として、頭上の位置のものを選ぶこと。
イ 垂直構造物や斜材等に取り付ける場合は、墜落制止時にランヤードがずれ

たり、こすれたりしないようにすること。
ウ ワークポジショニング用器具は、ロープによじれのないことを確認したう

えで、フック等が環に確実に掛かっていることを目視により確認し、伸縮調
節器により、ロープの長さを作業上必要最小限の長さに調節し、体重をかけ
るときは、いきなり手を離して体重をかけるのではなく、徐々に体重を移し、
異状がないことを確かめてから手を離すこと。

エ ワークポジショニング用ロープは、移動時の掛替え時の墜落防止用に使用
できるが、作業時には、別途、墜落制止用器具としての要件を満たす別のラ
ンヤードを使用して作業を行う必要があること。ワークポジショニング用
ロープを掛替え時に使用する場合は、長さを必要最小限とすること。

（５）フック等の使用方法
ア フック等はランヤードのロープ等の取付部とかぎ部の中心に掛かる引張荷

重で性能を規定したものであり、曲げ荷重・外れ止め装置への外力に関して
は大きな荷重に耐えられるものではないことを認識したうえで使用すること。

イ 回し掛けは、フック等に横方向の曲げ荷重を受けたり、取付設備の鋭角部
での応力集中によって破断したりする等の問題が生じるおそれがあるので、
できるだけ避けること。回し掛けを行う場合には、これらの問題点をよく把
握して、それらの問題を回避できるように注意して使用すること。

ウ ランヤードのロープ等がねじれた状態でフック等の外れ止め装置に絡むと
外れ止め装置が変形・破断して外れることがあるので、注意すること。

エ ランヤードのフック等の取付部にショックアブソーバがある形状のものは、
回し掛けをしてフック等がショックアブソーバに掛かるとショックアブソー
バが機能しないことがあるので、回し掛けしないこと。

２ 垂直親綱への取付け
（１）垂直親綱に墜落制止用器具のフック等を取り付ける場合は、親綱に取付けた

取付設備にフック等を掛けて使用すること。
（２）一本の垂直親綱を使用する作業者数は、原則として一人とすること。

（３）垂直親綱に取り付けた取付設備の位置は、ランヤードとフルハーネス等を結
合する環の位置より下にならないようにして使用すること。

（４）墜落制止用器具は、可能な限り、墜落した場合に振子状態になって物体に激
突しないような場所に取り付けること。

（５）長い合成繊維ロープの垂直親綱の下端付近で使用する場合は、墜落制止時に
親綱の伸びが大きくなるので、下方の障害物に接触しないように注意すること。

３ 水平親綱への取付け
（１）水平親綱は、墜落制止用器具を取り付ける構造物が身近になく、作業工程が

横移動の場合、又は作業上頻繁に横方向に移動する必要がある場合に、ラン
ヤードとフルハーネス等を結合する環より高い位置に張り、それに墜落制止用
器具のフック等を掛けて使用すること。なお、作業場所の構造上、低い位置に
親綱を設置する場合には、短いランヤード又はロック機能付き巻取り式ラン
ヤードを用いる等、落下距離を小さくする措置を講じること。

（２）水平親綱を使用する作業者は、原則として１スパンに１人とすること。
（３）墜落制止用器具は、可能な限り、墜落した場合に振子状態になって物体に激

突しないような場所に取り付けること。
（４）水平親綱に合成繊維ロープを使用する場合は、墜落制止時に下方の障害物・

地面に接触しないように注意すること。

第６ 点検・保守・保管
墜落制止用器具の点検・保守及び保管は、責任者を定める等により確実に行い、

管理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと。
１ 点検

点検は、日常点検のほかに―定期間ごとに定期点検を行うものとし、次に掲げ
る事項について作成した点検基準によって行うこと。定期点検の間隔は半年を超
えないこと。点検時には、取扱説明書に記載されている安全上必要な部品が全て
揃っていることを確認すること。

（１）ベルトの摩耗、傷、ねじれ、塗料・薬品類による変色・硬化・溶解
（２）縫糸の摩耗、切断、ほつれ
（３）金具類の摩耗、亀裂、変形、錆、腐食、樹脂コーティングの劣化、電気

ショートによる溶融、回転部や摺動部の状態、リベットやバネの状態
（４）ランヤードの摩耗、素線切れ、傷、やけこげ、キンクや撚りもどり等による

変形、薬品類による変色・硬化・溶解、アイ加工部、ショックアブソーバの状
態

（５）巻取り器のストラップの巻込み、引き出しの状態。ロック機能付き巻取り器
については、ストラップを速く引き出したときにロックすること。
各部品の損傷の程度による使用限界については、部品の材質、寸法、構造及び

使用条件を考慮して設定することが必要であること。
ランヤードのロープ等の摩耗の進行は速いため、少なくとも１年以上使用して

いるものについては、短い間隔で定期的にランヤードの目視チェックが必要であ
ること。特に、ワークポジショニング用器具のロープは電柱等とこすれて摩耗が
激しいので、こまめな日常点検が必要であること。また、フック等の近くが傷み
やすいので念入りな点検が必要であること。

また、工具ホルダー等を取り付けている場合には、これによるベルトの摩耗が
発生するので、定期的にホルダーに隠れる部分の摩耗の確認が必要であること。

２ 保守
保守は、定期的及び必要に応じて行うこと。保守にあたっては、部品を組み合

わせたパッケージ製品（例：フック等、ショックアブソーバ及びロープ等を組み
合わせたランヤード）を分解して他社製品の部品と組み合わせることは製造物責
任の観点から行わないこと。

（１）ベルト、ランヤードのロープ等の汚れは、ぬるま湯を使って洗い、落ちにく
い場合は中性洗剤を使って洗った後、よくすすぎ、直射日光に当たらない室内
の風通しのよい所で自然乾燥させること。その際、ショックアブソーバ内部に
水が浸透しないよう留意すること。

（２）ベルト、ランヤードに塗料がついた場合は、布等でふきとること。強度に影
響を与えるような溶剤を使ってはならないこと。

（３）金具類が水等に濡れた場合は、乾いた布でよくふきとった後、さび止めの油
をうすく塗ること。

（４）金具類の回転部、摺動部は定期的に注油すること。砂や泥等がついている場
合はよく掃除して取り除くこと。

（５）一般的にランヤードのロープ等は墜落制止用器具の部品の中で寿命が最も短
いので、ランヤードのロープ等のみが摩耗した場合には、ランヤードのロープ
等を交換するか、ランヤード全体を交換すること。交換にあたっては、墜落制
止用器具本体の製造者が推奨する方法によることが望ましいこと。

（６）巻取り器については、ロープの巻込み、引出し、ロックがある場合はロック
の動作確認を行うとともに、巻取り器カバーの破損、取付けネジの緩みがない
こと、金属部品の著しい錆や腐食がないことを確認すること。

３ 保管
墜落制止用器具は次のような場所に保管すること。

（１）直射日光に当たらない所
（２）風通しがよく、湿気のない所
（３）火気、放熱体等が近くにない所
（４）腐食性物質が近くにない所
（５）ほこりが散りにくい所
（６）ねずみの入らない所

第７ 廃棄基準
１ 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと。
２ 点検の結果、異常があったもの、摩耗・傷等の劣化が激しいものは使用しない

こと。

第８ 特別教育
事業者は、高さ２メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なとこ

ろにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る
業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目につい
て、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。

（※図表省略）

ご不明の点等ありましたら、お近くの都道府県労働局・労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
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【荷主、配送先、元請事業者等用】

荷役作業５大災害防止対策チェックリスト

チェック欄記入方法○：実施している△：一部実施している×：実施していない

災害の種類 チェック項目
チェック
（○、△、
×の記入）

改善方針
（問題点とそれに対す
る改善方針、実施時期
等を具体的に明記して

ください）

共
通
事
項

保護帽の着
用

荷役作業を行っている陸運事業者の労働者が保護帽を
着用していない場合、着用を呼びかけていますか
（事前に陸運事業者との間で取り決め等をしておくこ
とが望まれる）。

墜
落
・
転
落
災
害

安全に作業
できる設備
の設置

荷主等が管理する施設において、できるだけプラット
ホーム（移動式のものを含む。）、墜落防止柵・安全
ネット、荷台への昇降設備等の墜落・転落防止のため
の施設、設備を用意していますか。

荷主等が管理する施設において、タンクローリー上部
に登って行う作業や荷台に積み上げた荷の上での作業
等での墜落・転落災害を防止するため、できるだけ施
設側に安全帯取付設備（親綱、フック等）を設置して
いますか。

荷
崩
れ

安全なパ
レットの提
供

荷主等が用意したパレットについて、崩壊・倒壊、踏
み抜き等のパレットの破損による労働災害を防止する
ため、パレットの破損状況を確認し、破損している場
合は交換していますか。

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
使
用
時

適切な資格
者による運
転

陸運事業者の労働者にフォークリフトを貸与する場合
は、最大荷重に合った資格を有していることを確認し
ていますか。

荷主等の労働者が運転するフォークリフトにより、陸
運事業者の労働者が被災することを防止するため、荷
主等の労働者にフォークリフトによる荷役作業に関し、
必要な安全教育を行っていますか。

構内使用
ルールの作
成・掲示

荷主等の管理する施設において、構内におけるフォー
クリフト使用のルール（制限速度、安全通路等）を定
め、労働者の見やすい場所に掲示していますか。

安全設備の
設置等

荷主等の管理する施設において、構内制限速度の掲示、
通路の死角部分へのミラー設置等を行うとともに、
フォークリフトの運転者にこれらを周知していますか。

走行場所の
区分

荷主等の管理する施設において、フォークリフトの走
行場所と歩行通路を区分していますか。

無
人
暴
走

降雪・凍結
時の配慮

荷主等の管理する施設において、トラック停車場所に
傾斜があり、降雪・凍結等によりトラックの滑走のお
それがある場合は、停車場所を変更するか、除雪を行
うようにしていますか。

ト
ラ
ッ
ク

後
退
時

誘導員の配
置

荷主等の管理する施設において、誘導員を配置し、ト
ラックを安全に誘導するようにしていますか。

走行場所の
区分

荷主等の管理する施設において、トラックの走行場所
と歩行通路を区分していますか。

※ 上記の事項のほか、荷役作業時に荷主、配送先、元請事業者等が陸運事業者に協力実施すべき総合的な実施事項
が、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に定められています。本ガイドラインに基づき
一層の取組をお願いします。 29
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労働安全衛生規則（以下「安衛則」といいます）が改

正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テール

ゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けら

れました。

特別教育については令和6年2月から、それ以外の規

定は令和5年10月から施行されます。

改正のあらまし

昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます1

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます2

運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます3

テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る

特別の教育を行うことが必要になります。

これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量

2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づ

けられます（一部例外あり）。

運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。

なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。

新たに保護帽の着用が必要となるトラックの種類（最大積載量2トン以上5トン未満のもの）

保護帽の着用が必要となるもの 適用されないもの

平ボディ車 ウイング車

建機運搬車 バン

（荷台の側面が構造上開閉できるものの例）

（荷台の側面が構造上開放

されているものの例）

（テールゲートリフターが

設置されているもの）

※ 最大積載量5トン以上のトラックについては、

トラックの種類にかかわらず保護帽の着用が必要

です。

バン

（テールゲートリフターが設置されていないもの）

※墜落・転落の危険のある作業において

保護帽を着用することが望ましい。

可搬式の踏み台等の例

（抜粋版）
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1 昇降設備、保護帽の設置義務の範囲が拡大されます
R5.10.1

施行

● 昇降設備について（安衛則第151条の67関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載

量が5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものが追加されます。

「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステッ

プ等が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により

安全に昇降できる形式のものとするようにしてください。

○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

2t未満 2t以上 5t未満 5t以上 備 考

床面から荷の上

又は荷台までの

昇降設備の設置
△ ● ○

高さ1.5mを超える箇所で作業を行うときは、安

衛則第526条第1項の規定に基づき、原則とし

て昇降設備の設置が義務付けられています。

※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険の

ある作業において保護帽を着用することとされています。

【テールゲートリフターをステップとして使用する場合の留意事項】

テ ー ル ゲ ー ト リ フ

ターを昇降設備とし

て使用する場合は、

中間位置で停止させ

てステップとして使

用してください。

原 則 と し て 、 テ ー ル

ゲートリフターの昇降

時には、労働者を搭乗

させてはいけません。

※詳細についてはメー

カー取扱説明書をご参

照ください。

● 保護帽について（安衛則第151条の74関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車につい

て、最大積載量が5トン以上のものに加え、以下のものが追加されます。

① 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されている

もの又は構造上開閉できるもの（平ボディ車、ウイング車等）。

② 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されて

いるもの（テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されま

せん）。

保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。

○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

2t未満 2t以上 5t未満 5t以上 備 考

墜落による危険を

防止するための

保護帽の着用
△

●

（上記①②）

○

高さ2m以上の箇所で作業を行うときは、安衛則

第518条の規定に基づき、墜落による危険を防

止するための措置を講じる必要があります。
△

（上記以外）

※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険の

ある作業において保護帽を着用することとされています。



法令による重量物取扱い等

❍ 作業標準の作成：作業時間、作業量、作業方法、姿勢・動作の注意、使用機器の点
検と使用方法、作業前の体操等を示す。

❍ 持ちやすい形等：取っ手等の取り付け、重量表示等

❍ 腰痛予防対策ガイドラインに留意

人力作業の場合の重量、男性（満18歳以上）は体重のおおむね４０%、女性（満18歳
以上）は、男性が取り扱う重量の６０%程度とすること。

女性 男性

満18歳以上
断続：30kg未満

継続：20kg未満
満18歳以上 制限なし

満16歳以上

満18歳未満

断続：25kg未満

継続：15kg未満

満16歳以上

満18歳未満

断続：30kg未満

継続：20kg未満

満16歳未満
断続：12kg未満

継続：８kg未満
満16歳未満

断続：15kg未満

継続：10kg未満
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令和元年度厚生労働科学研
究費補助金 労働安全衛生
総合研究事業「エビデンスに
基づいた転倒予防体操の開
発およびその検証」の一環と
して製作

 交通労働災害防止関係

交通労働災害防止のためのガイドラインに係る留
意事項について

交通労働災害防止のためのガイドライン

（労基法６４条の３・女性則２条、年少則６条）

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5571&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5571&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130912-01.html
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5571&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130912-01.html


建設業における交通労働災害防止のための留意事項

池袋労働基準監督署

１ 交通労働災害防止のためのガイドライン

(平成6年2月18日付け基発第83号)

(改正：平成20年4月3日付け基発第0403001号、平成25年5月28日基発0528第2号、平成30年6月1日基発0601第1号)

２ 交通労働災害防止のためのガイドラインに係る留意事項について
(平成20年4月3日付け基安安発第0403001号)

上記通達から建設業の元請事業場として配慮可能な事項について（抜粋）

① 走行計画の作成及び指示 ⇒ 通勤ルートの確認（距離・時間・休憩）

※ 特に長時間運転する計画の場合には休憩時間の設定を行う。

休憩時間の定めを行った場合に、災害が発生しにくくなるという統計が出ている。

※ 早朝時間帯においては、体温が一日のうちで最低となり、反応時間の遅延、眠気の高まり等をも
たらすとの調査結果がある。

② 交通安全教育の実施 ⇒ 実施状況の確認・元請として援助

※ 下請業者が多数入る大規模現場については、運転者の交通安全教育を主眼とした安全教育を計
画することも検討してほしい。

③ 交通危険予知訓練の実施（継続的に実施することが望ましい） ⇒ 元請として援助

※ 指差呼称を導入することも検討

④ 自動車運転以外の業務の軽減等の配慮 ⇒ 作業分担の配慮・確認

⑤ 荷主・元請事業者としての配慮 ⇒ 荷の積み下ろし作業設備の配置

荷台からの墜落転落災害の防止対策・シート掛けの際の対策

⑴ 運転者に厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 にある「交通労働災害の現状と防止対策」を使用して
関係者に交通安全教育を行うと共に、過労による交通労働災害を防止するため、疲労軽減への配慮や
長時間継続した運転を行わせないよう管理する。⇒（元請事業場として情報提供）

⑵ 見通しのきかない踏切、転落のおそれがある路肩等の危険箇所について交通危険マップ等による危
険情報の共有、誘導による安全運転を励行する。⇒（現場内の道路状況の確認）

⑶ 作業者の送迎のためにマイクロバス、ワゴン車等を使用する場合には、安全な運行経路を指定し、あ
らかじめ指名した者に運転させるよう努める。また、自動車の運転以外の業務の終了後に自動車の業
務に従事させる場合には、疲労による交通労働災害を防止するための自動車の運転以外の勤務の軽

減に配慮すること。⇒（作業強度の管理・休憩の設定）
⑷ 工事現場内での工事車両（車両系建設機械を除く）を運行する場合には、事前の運行経路の選定、
現場内での速度制限、安全標識の設置、誘導者の配置等を計画的に実施する。⇒（誘導者の配置）

⑸ 走行前・途中・走行後,自動車点検を実施する。特にタイヤの磨耗等に注意。⇒（車両の状況確認）
⑹ 過積載をしない、偏荷重が生じないように積載する。⇒（現場内での状況確認）
⑺ 運転者の定期健康診断の実施状況及び運転前の健康状態を把握する。
⑻ 同乗者にもシートベルトを着用させる。⇒（状況確認）
⑼ 運転中における携帯電話の使用を禁止する。⇒（教育）
⑽ 道路工事の走行路上の作業場所では、走行車両が現場内に進入するのを防止するため、交通整理
員を配置し、囲い、柵、ガード等を設置する。⇒（現場における人員・設備の配置計画の確認）

建設業労働災害防止対策要綱（建設業労働災害防止協会）（抜粋）

毎年行われている全国安全週間においても、業種横断的な労働災害防止対策
として、交通労働災害防止について記載がありますので留意してください。
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警備業における
労働災害防止のためのガイドライン

 警備計画とその周知 各警備業務に従事する警備員に警備計画書、
警備指令書等に基づき行う警備業務の範囲を十分に把握させること。

 保護帽の着用 増改築等における工事、不審者等による加害行為が
予測される場合には、原則として、保護帽を着用させること。

 勤務姿勢等 不意の危険に俊敏に対処できるようにするため、ポケットに手を入れたり、上着の襟を立て
て視界を狭めたりすることのないよう、常に服装及び姿勢、態度を適切に保持できるよう指導すること。

 休憩場所等 休憩室、仮眠室、便所、食事場所、更衣場所を確保するよう努めること。場所の確保ができ
ない場合は、使用できる場所を事前に調べておく等の対処をすること。

1 全般的事項

 装備品、保安用資機材の周知 交通誘導警備業務に使用する装備品（手旗又は誘導灯、警笛、トランシー

バ等）、保安用資機材（保安柵、セフティコーン、ラバーコーン、回転灯、衝突吸収緩衝材、各種表示板等）

の正しい装着方法、使用方法、使用手順などの知識・技術を習得させること。

 特殊車両等の運転特性等の周知 交通誘導警備業務の現場において使用される各種の特殊車両につい

て、その運転特性（前進、後退、斜行、旋回、吊り上げ、牽引等）をあらかじめ周知させ、受傷事故を防止さ

せること。

 関係法令の遵守 交通誘導警備員に道路交通法関係法令の規定を順守させ、法令違反となる誘導をさせ

ないこと。

 保安用資機材の設置及び撤去 保安用資機材の設置は、通行する車両の進行方向から設置し、撤去す

る場合は、進行方向の逆の地点から撤去させること。また、その都度左右の安全を確認し、通行車両等に
よる受傷事故の防止に努めさせること。

5 交通誘導警備
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 合図実施上の留意事項 次の事項に留意させること。

❶ 停止、進行、徐行、その他の合図は、わかりやすく大きな動作で行い、不明確な動作は行わないこと。

❷ 停止の合図を行う場合は、道路の中央や通行する車両の前面に飛び出してはならないこと。

❸ 停止の合図はゆとりを持って明確に行い、特に、悪天候の際には車両の停止距離に十分留意し、安全

確保に努めること。

❹ 停止の合図を行った場合は、対象車両及び後続車両が確実に停止したことを確認するまで注視を継続し、

また、停止した車両を発進させるまでは停止の合図を継続すること。

❺ 特に夜間は、過労運転、飲酒運転、速度違反等による重大事故の発生が多いことに留意し、常に安全確

保に努めること。

❻ 住宅環境等により使用できない場合を除き、合図を明確に運転者等に伝えるため警笛又は拡声器を併

用すること。

 交互通行による誘導 ○交互通行時には、起点及び終点その他必要な個所の安全な場所に位置させ、相

互に緊密な連携を保つように努めさせること。 ○カーブ等の見通しの悪い場所においては、警備員相互の

連携に支障が生じないようにトランシーバ等の資機材を活用させること。 ○自己の誘導する車両等を発進

させる場合には、対向する車両等が停止していることを確認してから発進させること。

 後進車両の誘導 ○後進車両を誘導する場合には、事前に右折又は左折の有無等について運転者と打合

せを行い、運転者 の死角に入らないようにし、音声又は警笛を使用して誘導すること。 ○誘導方向に壁や

他の車両等の障害物がある場合には、それらとの間に挟まれるおそれのある場所に立ち入らないこと。

 保安用資機材の点検等 道路工事現場等に設置した保安用資機材について、その設置場所、設置方法、

破損箇所などの点検を励行させ、確実な維持管理に努めさせること。保安用資機材によって区画された工

事現場内や、車道、歩行者通行路等の路面の状況を常に点検させ、資機材のはみ出し、障害物や砂利等

の放置等、事故の原因となる状況がある場合には、速やかに契約先 等に報告するとともに、その状況の

改善を図らせること。

 誘導位置の選定 業務前の立ち位置選定と避難場所確保、業務中の留意事項、禁止事項を留意させる。

抜 粋

警備業における労働災害防止の
ためのガイドラインのポイント
H25.2発行中災防企画広報部

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/var/rev0/0109/0223/2013-0524-2.pdf
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建設機械等の転落・転倒防止のための対策について

重機による事故対策 6 つの盲点

1 土木工事で最も死亡災害が多いのは重機の稼働時ではなく移動時。
●重機は、掘削、整地等、何か作業をしている時よりも、現場内の単なる移動、
段取り替え等、直接作業をしていない時の死亡災害が多い。

●バックホウは旋回している時よりバックした時の方が危険。
●リスクが低いと思われている作業の中にもリスクが高いものが潜んでいる。

2 バックホウは旋回、後退時だけでなく、前進時にもリスクがある。
●後方、側方に死角が多いのはもちろん、前進時であっても、オペレータはキャタピラの接地面を直接
見ることができないなど、安全確認が十分にできない。

●この程度なら大丈夫という危険軽視が事故につながる。
●複数の重機を近接して行う作業、狭隘部での作業は危険と隣り合わせ。

3 重機の作業半径内をバリケードなどで囲うだけではリスクは十分に下がらない。
●立入禁止区域をバリケードなどで囲うのは危険源を明示しているだけ。
●人間は危険軽視の気持ちや、近道・省略行動本能などにより、「ちょっとの間なら大丈夫」と、重機
の作業半径内でも平気に立ち入ってしまう。

●バリケードに加え、監視員を配置し「何人たりともそこに立ち入らせない」と目を光らせる措置を講
じてこそ立入禁止措置になる。

4 人間の注意力には限界がある。このことを肝に銘じる。
●労働災害に大きくかかわっているヒューマンエラー。
●人間の注意力には限界がある。作業に集中すればするほど安全には注意が向かなくなる。
●人力で締め固め作業をしている人にはローラーの警報音は耳に入らない。

5 安全装置が付いていてもそれを機能させなければ意味がない。
●クレーン機能付きバックホウでの荷上げ作業。作業効率を優先させ旋回速度を落とさないようクレー
ンモードに切り替えずに荷揚げ作業を行う違反行為がある。

●ここにも、オペレータが「これくらいなら大丈夫」と危険を軽視し、つい不安全行動をする場面が見
受けられる。

●進化する機械の機能を完全に生かすことが本質的な安全対策。

6 「工期一番、安全二番」では誰も二番の安全のことを考えなくなる。
●工期を厳守しようとすると、安全は二の次になってしまう。
●「安全と施工は一体である」という信念を現場リーダーが持つことが大切。そうすることにより、作
業員が「現場リーダーに従おう」という気持ちが芽生え、基本ルールを守ろうとする行動につながる。

愛媛労働局HP



33,672 

25,000

27,500

30,000

32,500

35,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（人）

転倒災害（業務中の転倒による重傷、休業４日以上）の発生状況（令和３年）

60歳以上女性

28%

50代女性

19%

60歳以上男性

15%

50代男性

10%

40代男性

8%

40代女性

7%

性 別 ・ 年 齢 別 内 訳

転 倒 災 害 発 生 件 数 の 推 移

主 な 要 因

転倒による怪我の態様

• 骨折（約70％）
• 打撲

• 眼球破裂

• 外傷性気胸 等

転倒災害による

平均休業日数

47日

移動中

74%

作業中

26%

 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります →「ロコチェック」

 現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも→「たった一度の転倒で寝

たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は？」（内閣府ウェブサイト）

 特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します

→対象者は市町村が実施している「骨粗鬆症健診」を受診しましょう

加 齢 等 に よ る 転 倒 リ ス ク ・ 骨 折 リ ス ク

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 （R５)

（なし）

転倒災害（業務中の転倒による重傷）に注意しましょう

職場の皆さまへ

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています。

転倒災害は、被災しないよう労働者自身が注意することも必要です。

※ 労働者死傷病報告に
よる休業見込日数

転 倒 し た の は ･ ･ ･

転倒災害が起きているのは
移動の時だけではありません

コード等につまずいて転倒

凍結した通路等で滑って転倒

こぼれていた水、洗剤、油等で滑って転倒

水場（食品加工場等）で滑って転倒

雨で濡れた通路等で滑って転倒

作業場・通路に放置された物につまずいて転倒

通路等の凹凸※につまずいて転倒 ※数mm程度のもの

作業場や通路以外の障害物(車止め等)につまずいて転倒

設備、什器に足を引っかけて転倒

何も無いところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒

会社から労働者への注意事項を記入しましょう（以下、取り組んでほしいところに記入願います。）

ロコチェック
内閣府

ウェブサイト

47％
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高年齢労働者への配慮

• 高年齢労働者に配慮した
職場改善マニュアルの活用
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高年齢労働者の安全衛生対策について
○高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン
○エイジフレンドリー補助金



加齢に伴う心身機能の変化
東京労働局ホームページ

高年齢労働者の
安全と健康

38
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建災防統一安全標識一覧（外国語標示例）

建設業労働災害防止協会の「建災防統一安全標識」の、外国語（英語・中
国語・ベトナム語・タガログ語）表記の一例となります。
建設現場等でお役立て下さい。

安全標識（外国語表記
版）は建災防のホーム
ページからダウンロー
ドできます。
https://www.kensaibou.or.jp/
safety_sign/foreign_language
_safety_sign.html
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41

建設業に従事する
外国人労働者向け教材



①一人親方等の就労状況の把握
一人親方等が現場で仕事を行う場合には、「再下請負使用承認申請書」を提出させ、先

次の協力会社や元請が一人親方等の就労状況を把握します。申請書が提出されず、工事

関係者が一人親方等の就労している状況を知らないと、毎日の安全工程打合会で検討さ

れる翌日の作業内容が、一人親方等に十分に周知されず、災害が発生する原因となります。

②作業間の連絡及び調整
特定元方事業者（建設業及び造船業の元請）は、混在作業における災害を防止するため、

一人親方等を含む混在作業に関連するすべての関係請負人と作業間の連絡及び調整を行

うことが必要です。特に周辺の作業を把握していなかったために災害発生のおそれがあ

る車両系建設機械や移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業計画等について、一人

親方等にも情報を共有するとともに災害が起こる危険がある場合は、作業間の連絡及び調

整をしてください。また、下請事業者が一人親方等を使用する場合には、下請事業者に対

して同様の調整等をするよう指導してください。

③新規入場者教育、独り作業等の管理
一人親方等は独りで作業を行うので、不安全行動を他から注意される機会がほとんどありません。一人親方等は途

中からの現場への入退場があるので注意が必要です。途中入場の場合、新規入場者教育を受講せず、朝礼時の安全指

示や注意事項を知らずに作業することのないように管理してください。途中入場時には、当日の安全指示や注意事項

を職長に必ず確認してから作業し、途中退場時には、災害発生の有無を職長に必ず報告させるよう指導しましょう。

特に新規入場時教育（下記（3）参照）は必ず受講させ、現場ルールをよく理解させましょう。また、一人親方等はスポッ

ト作業となることも多く、工事関係者に報告せず、勝手な作業で災害が発生することが多いのです。一人親方等の作

業を常に把握し不安全な作業が行われていないか確認しましょう。

（１）元請等の事業者が一人親方等を管理する際に遵守すべき事項

①ＫＹ活動と始業前点検の実施
一人親方等は「一人ＫＹ」を行うこととなります。特に作業の危険度や頻度を点数化して評価し、重点的に危険予

知を行うリスクアセスメント手法による「一人ＫＹ」を現地で実施させましょう。

②資格の取得
免許や技能講習、特別教育が必要な作業を行う場合には、事前に必ず必要な資格を取得してから作業を行うように

してください。

③作業変更時の元請、協力会社への報告の徹底
一人親方等が先次の協力会社や元請に無断で作業を変更して災害が発生することがあります。作業変更の場合、協

力会社の職長を通じて元請に必ず報告し、元請の承認を得てから作業に取りかかりましょう。

（２）一人親方等に講ずべき安全衛生対策

新規入場者教育時に共有すべき主な内容は、以下のとおりです。

①所長方針

元請や一人親方等が関係する協力会社の所長の安全衛生方針、重点実施事項等

②工事概要

工事名称、工期、建物の構造、発注者、設計者、施工者名等

③施工管理体制

元請工事事務所の組織、安全衛生管理体制等

④現場配置図

現場の施工範囲、工事事務所への出入り口、通路、休憩所、トイレ、喫煙場所等を図示

⑤車両・通勤・交通

現場の始業時刻、工事車両（通勤車両、資機材搬入車両等）の入場ルート、工事用駐車場の位置、現場入退場の方法、
現場内の制限速度、高さ制限等の車両走行時の現場ルール等

⑥基本事項

朝礼、ＴＢＭ、ＫＹ活動への参加、保護具の着用、有資格者の配置、持ち込み機械の点検や許可ルール、必要となる
養生措置、火災や事故発生時の報告等

⑦現場の独自ルール

現場の施工環境、近隣協定等の遵守事項や所長方針等の現場独自のルール

⑧品質・環境・その他

施工要領書や作業手順の遵守、施工出来ない場合の元請社員との協議、整理整頓・清掃の実施、産業廃棄物の分別
と指定場所への廃棄、煙草の吸殻の始末等

⑨一人親方等の遵守事項

職長会活動、作業間連絡調整会議への積極的な参加、ＫＹ用紙・作業安全指示書の記入、作業終了時の報告など一人
親方等の遵守すべき事項

（３）一人親方等が現場入場時に共有すべき事項
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②安全運動

災害防止のため現場の実作業で実施させ、一人親方等へ安全管理活動の定着化、習慣化を図ります。

・声掛け運動

現場での挨拶は「声掛け運動」の基本です。保安帽の見やすい場所に氏名を記載し、挨拶時に名前を呼び合うように

しましょう。しかし、運動の本来の目的は、作業員の不安全行動を見逃さず、不安全行動を注意する声掛けにあります

。体調不良の作業員に対し「大丈夫か？」など、優しい声掛けも併せて行うとよいでしょう。

・ＫＹ活動

以前は現場の朝礼実施後、ＴＢＭ時に安全広場でＫＹ活動を行っていましたが、最近では、「現地ＫＹ」を実施するこ

とが普及しています。この場合、一人親方等は現地で「一人ＫＹ」を行うことになりますが、作業の危険度や頻度を点

数化して評価し、危険予知を重点的に行うなど、リスクアセスメント手法を取り入れた「一人ＫＹ」を実施するとより

効果があるでしょう。

・指差呼称運動

作業開始前に作業場所を指差呼称により点検しまし

ょう。人間は見たいと思うものしか見ないものです。視線

に指を添えて見ることで、見たくない現場の不具合を発

見することもあります。大きな声でなくともよいので、

「指差確認」運動として持ち場を点検してください。元請

も指差確認をしながら現場を巡視するのも、

「指差呼称運動」が定着するひとつの方法でしょう。

・ヒヤリ・ハット運動

作業終了後に協力会社の職長が作業員全員からヒヤリ

・ハットの有無を聞き取り、ヒヤリ・ハットがあれば元

請に報告させ、ヒヤリ・ハット防止対策を実施する運動を

「ヒヤリ・ハット運動」といいます。ヒヤリ・ハットをなく

すことにより、災害の芽を事前に摘むことができます。

・その他

重機との接触災害を防止するための「グーパー運動」、

吊り荷による飛来落下災害を防止するための「３・３・

３運動」などがあり、目的を理解させ、正しく行われ

るよう指導してください。

（４）その他必要と思われる事項

2 0 2 3 年4 月1 日から、危険有害な作業（※）を行う事業者に、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で

作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、一定の保護措置が義務付けられます。

・請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる（または請負人に設備

の使用を許可する）等の配慮を行うこと

・特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知する

こと

・労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を

周知すること

詳しくは、最寄りの労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。

※危険有害な作業とは

労働安全衛生法第 2 2 条に定められている労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則等 1 1 の省令で、労働者

に対する健康障害防止のための保護措置の実施が義務付けられている作業（業務）が対象です。

作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化について

法令改正の主な内容

介錯
ロープ

玉掛け後３秒待って 3 m地切り３０
c m
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離れて吊り上げる

①重点実施事項

一人親方等に以下の３点について実施させ、重点的にパトロールを行いましょう。

・現場の安全設備の不具合を発見したら改善を申し出させること

・現場の安全設備を取り外したら必ず復旧させること

・ひと作業ひと片付けを実施させること



① 作業箇所に対し、踏み
さんを正面に向けて設
置する

② 水平で安定した場所に
設置する

③ 開き止め金具をロック
する

④ 脚部にすべり止めの付
いたものを使用する

⑤ 立った姿勢で、踏みさ
んや天板に体（脚部）を当てて安定させる

⑥ 天板上に立たない、天板をまたがない
⑦ 押したり引いたり、反動のある作業を避ける
⑧ 重心が脚立や両足などの外に出ないようにする
⑨ 手すり付きのものが望ましい

１ 脚立を使用しての作業

踏みさんを正面

に向けて設置す

る

開き止め金具

をロックする

すべり止め

不完全な状態で

使用すると、脚立

が動いたり、脚部

が開閉するなどし

て危険

２ はしごの昇
降

安全ブロック

3 点保持で昇

降する

別の者が支える

固定はしご

移動はしご

60cm 以上

突き出す

7 5 °

② はしごの立て掛け角度は、75度程度とする
③ 両手と両足の４点のうち３点が、はしごと接した状態を維持し

ながら昇降する
④ 転位を防止する措置をとる（すべり止め措置の取付、下の

者が支える等）
⑤ 立て掛ける前に安全ブロックを設置する
⑥ 昇降中は、安全ブロックのフックを安全帯のＤ環に連結する
⑦ 台付ロープは、はしご上端部の支柱に取り付ける

【固定はしご 】

① はしごの上部及び下部を動かないよう固定する

② はしごの上端を、上端床から60cm以上突出する

③ 安全ブロックを昇降に支障のない場所に固定する

（脚柱２本に巻き付け踏み桟に取り付けない）
④ 昇降中は安全ブロックのフックを安全帯のＤ環に連結する

⑤ 床面に乗り移る際は、安全帯のフックを先掛けする
※はしごは原則として昇降のみに使用し、作業に使用しない

① 作 業 台 に向かって両手で脚柱・手がかり棒を持

って昇降する（両手でしっかり脚柱等をつかむ）

② 水平で安定した場所に設置する

③ 脚部が確実にロックされたか確認する

④ 押したり引いたり、反動のある作業を避ける

⑤ 重心が作業台や両足などの外に出ないようにする

⑥ 手がかり棒を立て起こして使用する

⑦ 手すり付きのものが望ましい

３ 可搬式作業台を使用しての作業

水平で安定した場所に設置する

ロックを確認する

手がかり棒を持って昇降する
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【移動はしご 】

① はしごの上端を、上端床から60cm以上突出する

水平で安定した
場所に設置する ××

作業上の
注意事項



４ 足場上での作業

筋かい

下さん

幅木

① 足 場 の部材などを一時的に取り外す場合には、必ず職長等
責任者の了承を得てから行う

② 必要な作業が終わったら取り外した部材
（手すり、中さん、筋かい、下さん、幅木、防網等）を元どおり取
り付ける

③ 作業開始前に足場の状態を点検する（部材の損傷、壁つな
ぎなど緊結金具の状態、足場端部のストッパー、垂直ネット
の取付け状態等）

④ いわゆる 「単管抱き足場」は足場とは認められないので、ブラケ
ット足場を設置し、手すり等に安全帯を使用して作業する。

フック

D 環

ショック ア
ブソーバ

ランヤード

骨盤ベルト

着脱式
連結ベルト

肩ベルト

胸ベルト

作業
ベルト

腿ベルト

「フルハーネス型安全帯」と「胴ベルト型安全帯」があります。

建設現場の作業内容や作業箇所の高さに応じて使用します。

①取扱説明書を確認し、安全上必要な部品が揃っているか確認

し、緩みなく確実に装着する。

②安全帯の取付設備は、ランヤードが外れたり、抜けたりするおそ

れのないもので、墜落制止時の衝撃力に耐えうるものとする。

③点検・保守や保管は、責任者を定める等により確実に行い、管理

台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておく。

５ 安全帯（墜落制止用器具の使用
）

フルハーネス型

胴ベルト
型

（注）このパンフレットの「安全帯」は改正安全衛生法令の「墜落制
止用器具」である

【注意】フルハーネス型安全帯は、製品ラベルに「墜落制止用器具」または

「墜落制止用器具の規格」の表示があるものを使用する。

「安全帯の規格」と表示のあるものは旧規格のため使用できません。

労災保険に特別加入するためには、特別加入団体を経由して、申請手続を行う必要があります。

万が一の事故の際にも確実な補償を受けられるように、労災保険の特別加入を積極的にご検討

いただき、ご相談の際は最寄りの労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。

▶ 詳しくは、厚生労働省ホームページ内のパンフレット「特別加入制度のしおり」をご覧ください。

※「特別加入制度のしおり一人親方」と検索または、右の QR コードからアクセス ！

（https://www.mhlw.go.jp/new-

info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html）

電動ファン付き
マスクの例

防じんマスクの例

保護衣の例

正しい姿勢で

軍手は使用禁止
（手に密着する素材の
手袋を使用する）

安定した場所で

と石の交換・試運
転は特別教育修
了者が行う保護めがね

を使用する

防じんマスク
を使用する

保護カバーの取付
状態を確認する

と石に緩み・ヒビ・傷はないか確認する

安全カバーの
取付状態を確認する

携帯用丸のこ盤作業
グラインダー作業

石綿等を取扱う作業を行う場合には、呼
吸用保護具及び保護衣を使用する。
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厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安

全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化します。

林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を

行うすべての業種が対象となります。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 2019.3

伐木作業等の安全対策の規制が変わります！
～ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ～

今 回 の 改 正 の 主 な 内 容

１. チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育について、伐木の
直径等で区分されていた特別教育を統合し、時間数を増やします。
（安衛則、安全衛生特別教育規程（昭和47年労働省告示第92号。以下「特別教育規程」という。）の改正）

２. 伐木作業等における危険を防止するために、以下のとおり規定します。
（安衛則の改正)

(1) 受け口を作るべき立木の対象を胸高(きょうこう)直径40cm以上のものか
ら20cm以上に拡大する等、立木の伐倒時の措置を義務付けます。

(2) 事業者に対して、かかり木の速やかな処理を義務付けるとともに、事業者
及び労働者に対して、かかり木の処理における禁止事項を規定します。

(3) 事業者は、立木の高さの２倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、
当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはな
らないこと等を規定します。

(4) 事業者に、チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止
用保護衣を着用させること、また、当該労働者に、当該切創防止用保護衣
を着用することを義務付けます。

３. その他の改正を行います。

施行
期日

○ 墜落制止用器具(安全帯)に関し安衛則等が改正され、これまで安全帯を用
いて行っていた作業については、墜落制止用器具(一本つりのハーネス型
等)を用いることが義務付けられました。【参照：墜落制止用器具リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf

墜落制止用器具(安全帯)に関するお知らせ

施行日は 2019（令和元）年８月１日 です。（以下を除く）
特別教育は2020（令和2）年８月１日、修羅集材等・木馬運材及び雪そり

運材の規定廃止は公布日： 平成31年２月12日です

○ ただし、立木上での作業で、墜落制止用器具の使用が著しく困難な場合
（フックがかけられない場合など）には、墜落制止用器具の使用に替わる
措置として、U字つり用胴ベルト及び保護帽の使用などにより、墜落によ
る労働災害の防止措置を行う必要があります。

詳しい情報は➡

厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/index.html）

でご確認ください。伐木作業等の労働災害防止 検索

完全版
リーフレット
はこちら→
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← チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン

林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ →



自然災害の復旧・復興工事における
労働災害防止対策 →

48

高度安全機械等購入支援補助金

詳しくは建災防
ホームページで
ご確認ください

建災防
自然災害からの復旧・復興工事
安全衛生確保支援事業 →
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ご不明な点などございましたら、最寄りの都道府県労働局
・労働基準監督署にお問い合わせください。

じん肺予防対策 【第10次粉じん障害防止総合対策の推進について】

54

全文はこちらから
ダウンロードでき
ます
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粉じん障害防止規則・労働安全衛生規則等の改正

【令和２年６月】
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現場におけるメンタルヘルス対策の推進

（1）建設現場における安全施工サイクル

（安全朝礼、ＫＹミーティング及び巡視等）

を活用した、

建災防方式健康ＫＹによる心身の健康状態の

把握と、無記名式ストレスチェックの結果に

基づいた職場環境改善の促進

（2）ストレスチェック結果に基づく面接指導の

実施と、その結果に対して事業主が講ずる

べき適切な措置の実施

（3）建災防に設置された事業者向けメンタル

ヘルス対策の相談窓口の活用

・祝日を除く毎週月曜日 13：00～ 16：00

・専用ダイヤル 03－3453－0974

（4）産業保健総合支援センターにおける、メンタルヘルス対策に関する中小規模

事業所支援の活用

（https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx） 58

騒音障害防止対策
事 業 者 の 皆 さ

ま へ

騒音障害防止のためのガイドラインを改訂しました

大 き い 音 に さ ら さ れ 続 け る と 、 耳 の 機 能 が 損 な わ れ て 難 聴 に な る こ

と が あ り ま す 。 大 切 な 耳 を 守 る た め 、 職 場 に お け る 騒 音 対 策 に 取 り

組みましょう。

ガ イ ド ラ イ ン 改 訂 の 主 な ポ イ ン ト

 騒 音 障 害 防 止 対 策 の 管 理 者 の 選 任 を 追 加

定期健康診断（騒音）における4000ヘルツの聴力検査の音圧を、

40dBから25dBおよび30dBに変更しました。

雇入れ時または配置替え時や、定期健康診断（騒音）の二次検査での聴

力検査に、6,000ヘルツの検査を追加しました。

改訂ガイドラインの全文や解説など、改訂内容に関する資

料はこちら

QR
コード

①

ご不明な点などございましたら、最寄りの都道府県労働局・労働基

準監督署にお問い合わせください。

管理者を選任して、組織的にガイドラインに基づく対策を実施しましょう。

 聴 覚 保 護 具 の 選 定 基 準 の 明 示

 騒 音 健 康 診 断 の 検 査 項 目 の 見 直 し

JIS T8161-1に基づき測定された遮音値を目安とし、

必要かつ十分な遮音値のものを選定するよう追加しました。

 騒音レベルの新しい測定方法（個人ばく露測定と推計）の追加
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厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及

ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学

物質障害予防規則（特化則）等を改正し、新たな告示を制定しました。

改正政省令・告示は、令和３年４月１日から施行・適用します。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ

金属アーク溶接等作業について
健康障害防止措置が義務付けられます

※作業主任者の選任について経過措置があります（令和４年４月１日施行）

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから
作業主任者を選任し、次の職務を行わせることが必要です。

○ 特定化学物質作業主任者の選任（特化則第27条、第28条）

① 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないよう

に、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること

② 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防す

るための装置を１か月を超えない期間ごとに点検すること

③ 保護具の使用状況を監視すること

● 金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは当該業務への配置換え

の際およびその後６月以内ごとに１回、定期に、規定の事項について健康診断を実施する

（１次健診）。

● 上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるものに対し、規

定の事項について健康診断を実施する（２次健診）。

● 健康診断の結果を労働者に通知する。

● 健康診断の結果（個人票）は、５年間の保存が必要。

● 特定化学物質健康診断結果報告書（特化則様式第３号）を労働基準監督署長に提出する。

● 健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し、必要に応じて労働者の健

康を保持するために必要な措置を講じる。

金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者などに対して、健康診断を行うことが
必要です。

○ 特定化学物質健康診断の実施等（特化則第39条～第42条）

施行日・経過措置

規制の内容
2022(令和3)年 2022(令和4)年

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

特定化学物質作業主任者の選任

特殊健康診断の実施、その他

選任義務(4/1～)

実施義務(4/1～)

63

金属アーク溶接作業主任者

関係は

こちら

→



 化学物質等による危険性又は有害性等の調
査等に関する指針

（平成 27 年９月18 日付け危険性又は有害性等の調査
等に関する指針公示第３号）

 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落
とし作業における労働者の健康障害防止に
ついて

（平成 26 年５月 30 日付け基安労発 0530 第１号、基
安化発 0530第１号／基安労発 0530 第３号、基安化発
0530 第３号）

 建設業における一酸化炭素中毒予防のため
のガイドラインの策定について

(平成 10 年６月１日付け基発第 329 号の１)

 一酸化炭素中毒による労働災害の発生状況
等について

（平成 28 年 12 月６日付け基安化発 1206 第１号）

 建設業における有機溶剤中毒予防のための
ガイドラインの策定について

（平成９年３月 25 日付け基発第 197 号）

 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキ
シン類ばく露防止対策要綱」の改正につい
て（平成 26 年１月 10 日付け基発 0110 第１号）

 「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオ
キシン類ばく露防止対策要綱」の運用に当
たり留意すべき事項について

（平成 26 年１月 10 日付け基安化発 0110第１号）

化学物質による健康障害防止対策
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https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0603-1.html
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149924.html
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2374&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9799&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9800&dataType=1&pageNo=1
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ラベルでアクション
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(コスモス(COHSMS))の概要
建設業労働安全衛生マネジメントシステム

改訂 COHSMSガイドライン 目次(平成30年4月から有効)

コスモスガイドラインは、厚生労働大臣が公表した「労働安全
衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づき、建設業の固
有の特性を踏まえ、必要な安全衛生管理の仕組みを示したもの
であり、建設事業を行う事業者が、自らの意志において、自主的
に取り組むものです。

建設業労働災害防止
協会 建設業労働安
全衛生マネジメント
システムトータル
サービスセンター
(通称：コスモスセンター)
〒108-0014
東京都港区芝5-35-2安
全衛生総合会館7階

リスクアセスメントの実施支援システム（建設）

リスクアセスメントの手引きと規程例
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https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/cohsms/about_cohsms/index.html#collapse01


事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該
労働者に対し、 遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安
全又は衛生のため必要な事項について、 教育を行なわなければならない。ただし、
令第２条第３号に掲げる業種の事業場の労働者については、 第一号から第四号ま
での事項についての教育を省略することができる。

1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関す
ること。

3. 作業手順に関すること。

4. 作業開始時の点検に関すること。

5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

6. 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。

7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な
事項

２ 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を
有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略す
ることができる。

安衛令第二条 業 種

第１号 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

第２号
製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商
品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売
業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

第３号 その他の業種

安全衛生教育 労働安全衛生規則（雇入れ時等の教育）

第３５条

職長・安全衛生責任者能力向上教育の実施
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https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm#1-2-1


メンタルヘルスに
かかる教育も忘
れずに！

○ 基本的な安全管理の取組が徹底されていないことにより死亡

に至った災害が散見されます。

○ 各事業場で整備している安全作業マニュアルについて、労働者への教育や、
掲示等による見える化、朝礼・ミーティング、安全パトロールなどを通じ
て、労働者への周知をお願いします。

○ 安全作業マニュアルの遵守状況の確認をお願いします。

災害事例 基本的な安全管理の取組

配達先のスーパーマーケットで、荷受け口付近にトラッ
クを止め、荷台に乗って荷おろし作業を行っていたとこ
ろ、勾配によりトラックが後方に動き出したため、トラック
の後方から制止しようとしたが、トラックに轢かれたもの。

パーキングブレーキの使用等の
逸走防止措置を講じること。

加工機のシリンダーロールを停止せずに、シリンダー
ロールの表面の調整を行おうとしたところ、シリンダー
ロールとゴムロールの間に腕を巻き込まれたもの。

調整作業の際に、シリンダー
ロールを停止させること。
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建設工事における各種災害防止対策等ガイドライン等について

 ずい道工事関係

 掘削工事関係

 橋梁工事関係

建設業における総合的労働災害防止
対策の推進について｜厚生労働省

シールドトンネル工事に係る安全対策ガイド
ライン｜厚生労働省

ずい道等建設工事における粉じん対策の推進に
ついて｜安全衛生情報センター

「斜面の点検者に対する安全教育実施要領」の策
定について｜安全衛生情報センター

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止
対策に係るガイドライン｜厚生労働省

斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイ
ドライン｜厚生労働省

土止め先行工法に関するガイドラインの策定につ
いて｜安全衛生情報センター

土止め先行工法とは －土止め先行工法に関する
ガイドラインの要点－ ｜厚生労働省

橋梁建設工事における労働災害防止対策の徹底に
ついて｜安全衛生情報センター
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei15/
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https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-20-1-0.htm
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-56/hor1-56-22-1-0.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149309.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei15/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149406.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei15/
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-44/hor1-44-44-1-0.htm
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/040330-5.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei15/
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-33/hor1-33-4-1-0.htm
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建
築
物
の
解
体
等
に
係
る
石
綿
ば
く
露
防
止
及
び
石
綿
飛
散
漏
え
い
防
止
対
策
徹
底
マ
ニ
ュ
ア
ル

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

令和３年３月 より抜粋
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建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
請
負
関
係
と
労
働
安
全
衛
生
法

工
事
の
種
類
及
び
規
模
別
の
管
理
体
制
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職
場
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
対
策

平
成
3
0
年
７
月
に
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
成
立
し
、
令
和
２
年
４
月
１

日
よ
り
全
面
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

本
法
律
に
よ
り
、
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防

止
す
る
た
め
の
取
組
は
、
マ
ナ
ー
か
ら
ル
ー

ル
へ
と
変
わ
り
ま
す
。

多
く
の
施
設
に
お
い
て

屋
内
が
原
則
禁
煙

2
0
歳
未
満
の
方
は

喫
煙
エ
リ
ア
へ
の

立
入
が
禁
止

屋
内
で
の
喫
煙
に
は

喫
煙
室
の
設
置
が
必

要

喫
煙
室
に
は

標
識
の
掲
示
が
義
務

2
0
歳
未
満
の
方
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
喫
煙
を
目
的
と
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
喫
煙

エ
リ
ア
へ
は
一
切
立
入
禁
止
と
な
り
ま
す
。
た
と
え
従
業
員
で
あ
っ
て
も
立
ち
入
ら
せ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
万
が
一
、

2
0
歳
未
満
の
方
を
喫
煙
室
に
立
ち
入
ら
せ
た
場
合
、
施
設

の
管
理
権
原
者
等
は
指
導
・助
言
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

喫
煙
室
へ
の
標
識
の
掲
示
義
務
に
つ
い
て

２
０
歳
未
満
の
方
は
、
喫
煙
エ
リ
ア
へ
は
立
入
禁
止
に

喫
煙
可
能
な
設
備
を
持
っ

た
施
設
に
は
必
ず
、
指
定

さ
れ
た
標
識
の
掲
示
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

紛
ら
わ
し
い
標
識
の
掲
示
、

標
識
の
汚
損
等
に
つ
い
て

は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
罰

則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

違
反
者
に
は
、
罰
則
（
過
料
）

が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。


統
括
安
全
衛
生
責
任
者

→
現
場
の
統
括
管
理
権
限
お
よ
び
責
任
を
有
す
る
者


店
社
安
全
生
成
管
理
者

→
大
学
等
卒
業
後
、
建
設
工
事
の
施
工
に
お
け
る
安
全
衛
生
実
務
に

３
年
以
上
従
事
し
た
者

ほ
か

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
の
選
任
義
務
が
あ
る
場
合
は
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
安
全
衛
生
責

任
者
の
選
任
が
必
要

必
要
資
格



79



取組の推進について、お願いします！
現場指導の
結果は
こちらから

第14次東京労働局労働災害防止計画（2023～2027年度）
がスタートしました。
引き続き、労働災害防止対策の推進をお願いします！

トップが発信！ みんなで宣言 一人一人が「安全・安心」

東京労働局労働基準部安全課

【重点取組事項】

etui

決意表明
anri Kasseika

管理活性化

ousyo

高所対策

墜落・転落RA実施！
掲示等により全体へ周知を！

youiku

教育強化

東京労働局
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～トップが発信！ みんなで宣言 一人一人が 「安全・安心」～

http://www.mhlw.go.jp/

